
農
村
の

復
旧
は

容
易
で

は
な
か
っ

た
。

幕
府
は
、

あ
ま
り
に

復
旧
困
難
な
小
田
原
藩
領
の
一

部
に
、

代
替
地
を
与
え
て

上
知
し
、

幕

府
の

手
で

復
旧
の

後
に

藩
へ

返
却
し
た
ほ
ど
で

あ
る
。

し
か
し
、

膨
大
な
火
山
灰
は
、

泥
流
と
な
っ

て

河
川
に

流
れ
込
み
、

幕
府
の

力
を
も
っ

て

し
て

も
、

氾
濫
を
繰
り
返
え
す
酒
匂
川
の

治
水
に

成
功
す
る
こ

と
は
な
か
っ

た
。

以
降
小
田
原
藩
は
、

明
治
に

至
る

ま

で
、

遂
に

こ

の

打
撃
か
ら
立
ち
な
お
る
こ

と
は
な
か
っ

た
。

そ
の

上
、

幕
府
も
藩
も
財
政
難
に

向
か
っ

て

い

る

時
期
で

あ
り
、

農
村

に

救
助
金
を
出
し
し
ぶ

り
、

自
力
復
旧
を
強
要
し
た
。

元
禄
の

大
地
震
か
ら
八
十
年
を
経
た
天
明
二

年
（
一

七
八
二

）
相
模
湾
西
部
を
震
央
と

す
るM

七
・

三
の

大
地
震
が

起
こ

り
、

小

田
原
城
下
の

侍
屋
敷
一

千
軒
が

倒
壊
し
た
。

民
屋
の

倒
壊
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

の

前
後
、

東
北
地
方
に

始
ま
っ

た
気
候
不
順
に

よ
る

凶
作
は
南
関
東
に

及
び
、

加
え
て

江
戸
で

は
大
火
が

相
つ

い

で

飢
民
乞
食
が

村
方
・

町
方
に

溢
れ
出
た
。

し
か

も
そ
の

凶
作
は

数
年
に

及
ん
だ
。

史
上
に

名
高
い

天
明
の

飢
饉
で

あ
る
。

米
価
は
高
騰
し
、

相
模
地
方
で

も
銭
百
文
で
一

升
以
上
も
買
え
た
も
の

が

六
合
五

勺
し
か

買
え
な
い

有
様
で

あ
る
。

こ

の

米
価
高
騰
に
、

町
方
の

商
人
や
村
方
の

豪
農
の

な
か
に

は
、

米
の

買
占
め

を
し
て

巨

利
を
は
か
る
も
の

が
あ
ら
わ
れ
た
。

農
民
た
ち
は
打
ち
こ

わ
し
を
も
っ

て
、

こ

れ
に

抵
抗
し
た
。

天
明
七
年
六
月
、

小
田
原
商
人
の

宅
に

始
ま
っ

た
打
ち
こ

わ
し
は
、

農
山
村
に

及
ん
だ
。

と
く
に

津
久
井
県
・

愛
甲
郡
の

山
村
に

起
こ

っ

た
打
ち
こ

わ
し
は
、

主
導
者

が
土
平
治
な
る

人
物
と
さ
れ
、

土
平
治
騒
動
と
し
て
、

語
り
伝
え
ら
れ
て

い

る
。

天
明
か
ら
お

よ
そ
五
十
年
の

天
保
四
年
（
一

八
三
三

）、

ま
た
し
て

も
奥
羽
に

始
ま
っ

た
天
候
不
順
に

よ
る

凶
作
が

南
関
東
に

及

び
、

米
価
は
高
騰
し
、

加
え
て
、

八
月
一

日
に

起
こ

っ

た
大
風
・

大
雨
は
、

県
域
の

作
物
に

大
損
害
を
与
え
た
。

天
保
七

年
（
一

八
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三
六

）
に

起
こ

っ

た
大
磯
宿
の

打
ち
こ

わ
し
を
始
め
、

米
商
や
豪
商
の

打
ち
こ

わ
し
や
、

打
ち
こ

わ
し

寸
前
の

小
前
（
小
農

）
の

集

会
が
、

各
地
で

起
こ

っ

た
。

大
坂
町
奉
行
与
力
大
塩
平
八
郎
の

乱
は
、

大
坂
の

出
来
事
で

あ
っ

た
が
、

富
士
山
麓
に

平
八
郎
が

出
没

し
た
と
の

噂
さ
え
流
れ
た
。

封
建
財
政
の

破
綻

封
建
財
政
は
、

米
を
基
本
と
す
る
財
政
シ

ス

テ
ム

で

あ
る
。

貨
幣
経
済
が
一

般
化
し
た

近
世
で

は
、

米
経
済

が

貨
幣
経
済
に

圧
倒
さ
れ
て

行
く
の

は
、

当
然
で

あ
る
。

天
災
に

よ
る
一

時
的
米
価
の

高
騰
は
あ
っ

て

も
、

平
時
で

は
、

米
価
は
下
落
の

方
向
を
た
ど
り
、

諸
色
物
価
は
高
騰
の

方
向
に

進
ん
だ
。

し
か
も
、

年
貢
徴
収
率
は
延
享
年
間
（
一

七

四
四
〜
一

七
四
七

）
を
境
に

下
降
を
た
ど
り
、

人
口

も
ま
た
相
模
国
で

は
減
少
傾
向
を
示
す
。

都
筑
郡
王

禅
寺
村
（
川
崎
市
麻
生
区
）

や
津
久
井
県
太
井
村
の

荒
川
（
津
久
井
町

）
の

よ
う
に
、

明
和
期
（
一

七
六
四
〜
一

七
七
一

）
を
起
点
に
、

村
中
の

中
間
層
の

分
解
が
は

じ
ま
り
、

こ

の

傾
向
は
国
内
の

村
々

へ

波
及
し
て

い

っ

た
。

す
な
わ
ち
、

幕
府
の

殖
産
奨
励
策
に

よ
っ

て
、

生
糸
・

絞
油
等
の

手
工

業
が

村
中
で

行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、

現
金
収
入
を
得
る

場
所
が

身
近
に

生
ま
れ
る
と
、

田
畑
を
離
れ
、

賃
稼
ぎ
、

小
作
人
化
す
る

者
が

生
ま
れ
た
。

そ
れ
に

つ

れ
て
、

こ

の

よ
う
な
村
民
を
相
手
と

す
る
小
商
い

が

続
出
し
、

従
前
の

自
給
的
な
村
落
の

様
相
は
大
き

く

変
わ
り
始
め

た
。

こ

れ
は
や
が
て
、

村
内
に

様
々

な
商
人
が

生
ま
れ
、

か
な
り
本
格
的
な
商
業
活
動
を
営
む
在
方
商
人
層
を
形
成

す
る
。

村
民
は

村
を
越
え
て

現
金
収
入
を
求
め
、

村
中
へ

も
商
品
を
運
ん
で

様
々

な
人
々

が

往
来
し
た
。

こ

れ
に
つ

れ
て
、

無
宿
渡

世
人
が

流
入
し
、

博
奕
を
開
帳
す
る

な
ど
、

反
社
会
的
行
為
も
起
こ

っ

て

き
た
。

新
興
の

在
方
商
人
と

既
得
権
を
守
ろ
う
と

す
る
小

田
原
等
の

都
市
商
人
と
の

間
に

争
い

が

起
こ

る
よ
う
に

な
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
村
方
の

動
向
に

対
応
し
、

文
化
二

年
（
一

八
〇
五

）幕
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府
は
、

勘
定
奉
行
に

直
属
し
、

幕
領
・

旗
本
領
・

大
名
領
・

寺
社
領
等
い

っ

さ
い

の

行
政
区
分
を
こ

え
て
、

治
安
維
持
に

あ
た
る

関

東
取
締
出
役
を
置
い

た
。

こ

の

制
度
は
、

幕
府
に

と
っ

て

大
い

に

有
効
で

あ
り
、

文
化
十
三
年
（
一

八
一

六

）
組
織
を
拡
大
し
、

文
政

十
年
（
一

八
二

七

）
に

は
改
革
組
合
村
を
発
足
さ
せ
た
。

こ

れ
は
約
二

十
村
を
集
め
て

組
合
を
作
り
、

そ
の

中
心
を
寄
場
村
と
し
、

寄

場
名
主
を
置
い

た
も
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
に

し
て

相
模
国
に

は

十
三
寄
場
、

武
蔵
三
郡
に

は
六
寄
場
が

設
け
ら
れ
、

取
締
出
役
の

任
務
は
拡
大
さ
れ
た
。

一

揆
の

鎮
圧
、

米
の

買
占
禁
止
、

歌
舞
・

手
踊
の

禁
止
、

心
学
教
諭
、

質
素
倹
約
励
行
、

農
間
渡
世
禁
止
等

に

ま
で

及
び
、

村
々

の

す
み
ず
み
ま
で

取
締
り
の

網
を
は
り
め

ぐ
ら
し

た
。

米
経
済
に

た
よ
る
小
田
原
藩
財
政
の

逼
迫
も
ま
た

避
け
る
こ

と
の

で

き
な
い

状
況
で

あ
っ

た
。

延
享
四

年
（
一

七
四
七

）
か
ら

寛
政
八

年

（
一

七
九
六

）
に

至
る

約
五
十
年
間
の

小
田
原
藩
は
、

米
価
安
の

諸
色

高
が

常
時
の

姿
と
な
り
、

加
え
て
、

再
三
の

天
災
に

よ
る

年
貢
米
貢
納

の

減
少
と
、

被
害
復
旧
の

た
め
の

支
出
が

追
い

打
ち
を
か

け
、

藩
財
政

は

窮
之
し
、

農
村
の

荒
廃
は
進
ん
だ
。

二

宮
尊
徳
が
、

藩
主
の

命
に

よ

っ

て
、

藩
財
政
再
建
の

資
料
と
し
て

作
っ

た
「
収
納
平
均
帳
」
に

よ
れ

ば
、

宝
暦
五
年
（
一

七
五
五

）
か
ら
天
保
七
年
（
一

八
三
六

）
の

八
十
二

二宮尊徳画像　小田原市　尊徳記念館蔵
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年
間
の

収
納
高
の

最
高
は
、

文
政
元
年
の

十
一

万
八
千
四

百
十
俵
余
と

永
三
千
九
百
四
十
二

貫
余
、

最
底
は
天
明
三

年
（
一

七
八
三

）
で

米
六
万
六
千
三
十
四
俵
余
、

金
二

千
八

百
両
余
で

あ
る
。

後
者
は
明
ら
か
に

天
明
の

飢
饉
の

影
響

で

あ
る
。

ま
た
弘
化
二

年
（
一

八
四
五

）
の

小
田
原
藩
の

収

支
状
況
を
み
る
と
、

収
入
は
貢
租
米
七
万
四
千
八
百
六
十

七
俵
、

金
一

万
五
千
百
九
十
七
両
余
に

対
し
、

支
出
は
、

米
六
万
七
千
二

百
五
十
二

俵
、

金
三
万
一

千
百
七
十
四
両

余
で

あ
っ

て
、

米
は
七
千
俵
余
り
の

余
剰
が

あ
る
か
わ
り

に
、

金
は
一

万
六
千
両
の

不
足
で

あ
る
。

甚
だ
し
い

赤
字

財
政
で

あ
る
。

こ

の

赤
字
は
幕
府
そ
の

他
か
ら
の

借
用
金

で

賄
い
、

安
政
四
年
（
一

八
五
七

）
の

支
出
は
、

十
五
万
三

千
八
百
九
十
九
両
余
で
、

こ

の

う
ち
五
万
一

千
百
二

十
九
両
余
は
旧
借
の

年
賦
返
済
金
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
財
政
状
況
は
、

当
然

藩
士
へ

の

給
与
に

も
影
響
し
、

藩
か
ら
の

支
給
米
は
、

正
徳
二

年（
一

七
一

二

）に
表
高
の

五
割
を
削
減
し
た
の

に

始
ま
っ

て
、

年
々

減
額
が
は
げ
し
く
な
っ

て
、

天
保
十
年
（
一

八
三
九

）に
は
、

つ

い

に

三
分
の
一

以
下
と
な
っ

た
。

大久保忠真酒匂川で領民表彰　東京都　土屋昇氏蔵
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こ

の

よ
う
な
小
田
原
藩
の

危
機
的
状
況
下
に
、

寛
政
八
年
（
一

七
九
六

）
藩
主
に

就
い

た
大
久
保
忠
真
は
、

在
位
四
十
二

年
間
に

及
び
、

国
産
方
を
設
け
て

物
産
の

開
発
に

務
め
、

学
問
所
集
成
館
を
創
設
し
て

藩
士
の

教
養
を
高
め
、

領
民
の

善
人
・

孝
行
人

を
表
彰
す
る
な
ど
、

藩
政
の

改
革
に

務
め

た
。

し
か
し
、

寛
政
三
年
・

享
和
二

年
（
一

八
〇
三

）
酒
匂
川
は
相
次
い

で

決
潰
し
、

さ

ら
に

天
保
大
飢
饉
の

難
は
当
藩
に

も
及
ん

だ
。

忠
真
は
藩
財
政
の

再
建
を
期
し
、

一

介
の

農
民
で

は
あ
る
が
、

分
家
旗
本
桜
町
大
久
保
氏
の

家
政
改
革
に

成
功
を

お

さ

め
、

経
験
豊
か

な
二

宮
尊
徳
を
登
用
し
た
。

尊
徳
の

仕
法
は
、

過
去
の

藩
財
政
を
徹
底
的
に

調
査
し
、

そ
れ
を
基
準
に

財
政
設

計
を
た
て
、

生
活
を
合
理
化
し
、

そ
し
て

得
た

余
分
を
社
会
へ

還
元
す
る
と
い

う
も

の

で

あ
る
。

尊
徳
の

小
田
原
藩
の

仕
法
は
、

仕
法
が
実
施
さ
れ
な
い

う
ち
に

藩
主
忠

真
が

没
し
、

藩
内
の

尊
徳
反
対
派
に

よ
っ

て
、

弘
化
三
年
（
一

八
四
六

）
正
式
に

廃
止

さ
れ
た
。

尊
徳
仕
法
は
旗
本
領
や
小
藩
領
で

は
効
を
お

さ
め
、

そ
の

信
奉
者
に

よ
っ

て

継
承

さ
れ
、

全
国
各
地
へ

拡
大
し
て

い

っ

た
。

し
か
し
、

以
降
の

小
田
原
藩
は
、

献
納
金

集成館（復原模型）　小田原市　本町小学校蔵
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を
上
納
さ
せ

て

は
脇
差
・

羽
織
・

袴
・

紋
付
・

上
下
・

苗
字
等
免
状
を
多
発
す
る

ば
か

り
で
、

藩
政
に

み
る
べ

き
も
の

も
な
く

明
治

維
新
に

至
っ

た
。
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一

　

近
代
化
の

足
音

㈠
　
開
国
の

舞
台

海
防
問
題
に
苦

し

め

ら

れ

る

ロ

シ

ア
人
の

南
下
に

は
じ
ま
る

外
圧
は
、

ロ

シ

ア
使
節
ラ
ッ

ク
ス

マ

ン

が
、

江
戸
入
港
を
希
望
し
た
た
め
、

海

防
は

焦
眉
の

急
と
な
っ

た
。

老
中
松
平
定
信
は
、

江
戸
湾
は
ロ

ン

ド
ン

に

通
ず
る
と
の

認
識
を
も
っ

て
、

江
戸

湾
防
備
の

見
地
か
ら
房
総
の

地
を
視
察
し
た
が
、

そ
の

成
果
が
実
施
さ
れ
な
い

文
化
三
年
（
一

八
〇
六

）、
ロ

シ

ア

船
が
エ

ト
ロ

フ

島

や
樺
太
に

侵
入
、

暴
行
を
は
た
ら
い

た
の

で
、

武
力
行
動
の

恐
れ
が
た
か

ま
り
、

文
化
七
年
、

幕
府
は
、

三
浦
半
島
沿
岸
を
会
津
藩

に
、

房
総
半
島
側
を
白
河
藩
に

そ
の

警
備
を
命
じ
、

江
戸
湾
沿
岸
の

要
地
に

大
砲
の

台
場
を
築
い

た
。

三
浦
半
島
を
う
け
も
っ

た

会

津
藩
は
、

観
音
崎
（
横
須
賀
市
）
に

陣
屋
を
設
け
、

多
く
の

家
臣
を
派
遣
し
て

沿
岸
警
備
に

当
た
ら
せ

た
。

そ
の

費
用
と

し

て

幕
府

は
、

陸
奥
・

越
後
の

会
津
藩
領
の
一

部
を
上
知
さ
せ
、

三
浦
郡
・

鎌
倉
郡
で

三
万
石
の

代
替
地
を
与
え
た
。

会
津
藩
の

代
替
地
の

年

貢
取
り
立
て

は
き
び
し
く
、

そ
れ
ま
で

数
十
年
に
一

人
ぐ
ら
い

し
か
な
か
っ

た
死
刑
が
、

会
津
藩
領
と

な
っ

た
十
年
間
に

死
刑
二

十

余
人
、

鼻
削
・

追
放
に

処
さ
れ
て

い

る
者
は

多
く
、

賄
賂
の

多
少
に

よ
っ

て
、

仕
置
に

差
が
あ
る
な
ど
農
民
は
苦
し
め
ら
れ
た
。

会

津
藩
は
文
政
三
年
（
一

八
二

〇

）
警
備
を
解
除
さ
れ
、

そ
の

役
は
浦
賀
奉
行
に

移
さ
れ
、

非
常
の

際
に

は

川
越
藩
と

小
田
原
藩
が

出
兵
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す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

非
常
体
制
か
ら
警
戒
体
制
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

年
と
と
も
に

外
国
船
の

来
航
は

増
加
す
る
の

で
、

天
保
十
三
年
（
一

八
四
二

）、

浦
賀
奉
行
中
心
の

体
制
を
改
め
、

房
総
側
を
武
蔵
国
忍
藩
、

相
模
側
を
川
越
藩
の

警
備
担
当
と
し

た
。

川
越
藩
は
、

大
津
村
（
横
須
賀
市
）
に

陣
屋
を
構
え
、

百
四
十
五
人
の

藩
士
を
配
置
し
、

公
郷
村
（
横
須
賀
市
）
沖
の

猿
島
台
場
・

観
音
崎
台
場
・

旗
山
台
場
に

も
配
備
し
、

非
常
時
の

動
員
に

は
、

三
浦
半
島
の

藩
領
地
の

名
主
ら
村
役
人
に
、

苗
字
帯
刀
を
ゆ
る
し

て
、

彼
ら
を
通
じ
て

農
民
・

漁
民
を
総
動
員
す
る
体
制
を
つ

く
っ

た
。

弘
化
三
年
（
一

八
四
六

）、

ア
メ

リ
カ

東
イ
ン

ド
艦
隊
司
令
長

官
ビ
ッ

ト
ル

が

野
比
村
（
横
須
賀
市
）
沖
に

停
泊
し
た
と
き
、

川
越
藩
が
相
模
領
の

全
村
に

課
し
た
動
員
数
は
、

鴨
居
陣
屋
で

舟
三
千

六
百
五
十
七
艘
、

水
主
・

水
夫
四

万
千
六
百
三
十
三
人
、

馬
百
四
十
五
疋
、

こ

の

外
、

三
崎
陣
屋
で

舟
千
百
十
一

艘
、

水
主
・

水
夫

一

万
四
千
三
十
五
人
・

馬
四
十
一

疋
で

あ
っ

た
。

艦
隊
は
十
日
ば
か
り
停
泊
し
た
が
、

そ
の

間
、

陸
上
で

は
警
備
の

た
め
に

昼
夜
を

わ
か

た
な
い

騒
動
で
、

漁
師
・

百
姓
も
大
い

に

疲
れ
て
、

難
渋
し
た
の

で

あ
る
。

翌
年
幕
府
は
、

相
模
側
に

彦
根
藩
、

房
総
側
に

会
津
藩
を
加
え
た
。

彦
根
藩
に

は
、

川
越
藩
の

相
模
領
の

四
か

村
が

与
え
ら

れ

た
。

彦
根
藩
は

三
浦
郡
野
比
・

長
沢
辺
か
ら
鎌
倉
郡
腰
越
（
鎌
倉
市
）
・

片
瀬
村
（
藤
沢
市
）
の

警
備
を
引
き
つ

ぎ
、

三
浦
郡
上
宮
田
村

（
三
浦
市
）
に

陣
屋
を
お
き
、

藩
士
三
百
四
人
、

川
越
藩
か
ら
引
き
つ

い

だ
三
崎
陣
屋
に

は
百
十
四
人
を
駐
在
さ
せ
、

名
主
ら
村
役
人

に

命
じ
て
、

人
足
二

千
七
百
二

十
三
人
を
動
員
す
る

体
制
を
つ

く
っ

た
。

嘉
永
六
年
（
一

八
五
三

）
ア
メ

リ
カ

東
イ
ン

ド
艦
隊
司
令
長
官
ペ

リ
ー

来
航
の

と

き
に

は
、

幕
府
は
、

旗
本
に

も
出
陣
準
備
を
命
じ

た
。

日
ご
ろ
武
具
兵
員
が
不
足
し
て

い

た
旗
本
は
、

有
力
農
民
を
家
臣
に

仕
立
て
、

領
民
に

軍
役
を
課
し
、

兵
粮
米
や
軍
用
金
を
徴
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発
し
た
。

そ
の

結
果
、

海
防
の

重
圧
は
、

県
域
内
の

旗
本
領
に

も
及
ん
だ
。

後
に

海
防
警
備
の

藩
は
、

川
越
藩
が

熊
本
藩
に
、

小
田
原
藩
が

萩
藩
に

代
わ
っ

た
が
、

こ

れ
ら
の

藩
も
舟
・

水
主
・

水
夫
ら
を
、

相
模
国
内
に

与
え
ら
れ
た
代
替
地
で

調
達
す
る

点
に

変
わ
り
は
な
か
っ

た
。

藩
士
ら
の

支
配
は
き
び
し
く
、

農
民
漁
民
の

苦
し

み

は
、

つ

の

る
ば
か
り
で

あ
っ

た
。

わ
ず
か
に

萩
藩
だ
け
は
、

相
模
領
の

民
政
に

力
を
そ
そ
ぎ
、

後
日
、

村
々

か
ら
そ
の

支
配
の

継
続

を
願
い

出
て

い

る
の

は
、

例
外
的
で

あ
る
。

日
米
和
親
条
約

は
横
浜
で
締
結

安
政
元
年
（
一

八
五
四

）、
ペ

リ
ー
の

率
い

る

艦
隊
は
、

前
年
の

約
束
に

従
っ

て

再
び
来
航
し
て
、

一

月
十
四
日

江
戸
湾
外
に

到
着
し
、

湾
内
に

深
く
進
入
し
て

小
柴
村
（
横
浜
市
金
沢
区
）
沖
に

停
泊
し
た
。

幕
府
は
、

急
い

で

警
備
地
域
を
品
川
（
東
京
都
）ま
で

ひ

ろ
げ
る
一

方
、

ペ

リ
ー
に

は
浦
賀
を
交
渉
地
と

す
る
こ

と
を
要
求
し
た
が
、

ペ

リ
ー
は
こ

れ
を

拒
み
、

威
嚇
の

意
を
含
め
て
、

生
麦（
横
浜
市
鶴
見
区

）・
大
師
河
原
沖
（
川
崎
市
）
ま
で

進
入
し
た
。

幕
府
は
遂
に
ペ

リ
ー
の

主
張
を

入
れ
て
、

横
浜
村
を
交
渉
地
と

す
る
こ

と
を
承
諾
し
、

浦
賀
に

建
設
し
た
ば
か
り
の

応
接
所
を
、

横
浜
市
の

現
在
の

県
庁
所
在
地
付

近
に

移
し
、

三
月
三
日
、

和
親
条
約
を
結
ん
だ
。

条
約
は
十
二

条
か
ら
成
り
、

今
後
の

日
米
親
善
を
約
し
、

下
田
（
静
岡
県
）・
箱
館

（
北
海
道

）
の

開
港
、

相
互
の

漂
着
民
の

返
還
及
び
待
遇
、

ア
メ

リ
カ

船
に

対
す
る

薪
水
・

食
糧
の

供
給
、

外
交
官
の

下
田
駐
在
、

最

恵
国
待
遇
の

承
認
な
ど
を
と
り
き
め

た
。

こ

れ
は
一

般
に

神
奈
川
条
約
と

呼
ば
れ
、

鎖
国
体
制
が
打
破
さ
れ
る

最
初
の

条
約
で

あ
っ

た
。

任
を
果
た
し
た
ペ

リ
ー
は
、

六
月
一

日
帰
国
の

途
に
つ

い

た
。

ア
メ

リ
カ

に

引
き
つ

づ
い

て
、

イ
ギ
リ
ス

・

ロ

シ

ア
・

オ
ラ
ン

ダ
と
の

間
に

和
親
条
約
が

結
ば
れ
た
。

こ

れ
ら
の

締
結
の

場

所
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は
、

横
浜
で

は
な
か
っ

た
が
、

条
約
締
結
の

最
初
の

場
所
が

横
浜
で

あ

っ

た
こ

と
は
、

横
浜
に

近
代
的
地
位
を
与
え
た
と
い

え
る
。

そ
れ
は
安

政
五
年（
一

八
五
八

）の
日
米
通
商
条
約
に

実
現
し
た
。

こ

の

こ

ろ
か
ら

急
速
に

た
か
ま
っ

て

来
た

攘
夷
論
に

も
拘
わ
ら
ず
、

列
強
、

と
く
に

ア

メ

リ
カ
の

強
い

圧
力
の

下
に
、

も
は
や
三
百
年
に

わ
た
る

鎖
国
の

維
持

が

困
難
と

判
断
し
た

幕
閣
は
、

安
政
五
年
六
月
十
五
日
、

日
本
側
全
権

の

井
上
清
直
ら
は
、

神
奈
川
沖
に

停
泊
す
る

米
艦
ポ

ー
ハ

タ
ン

号
上
に

お
い

て

ア
メ

リ
カ

総
領
事
ハ

リ
ス

と
の

間
に

日
米
修
好
通
商
条
約
の

調

印
を
行
っ

た
。

全
文
十
四
条
か
ら

成
る
が
、

眼
目
は
、

下
田
・

箱
館
の

ほ
か

神
奈
川
・

長
崎
・

新
潟
・

兵
庫
の

開
港
、

江
戸
・

大
坂
の

開
市
場
、

各
開
港
場
に

お

け
る
居
留
地
の

設
営
、

日
本
役
人
の

立
合
い

の

な
い

自

由
な
貿
易
等
で

あ
る
。

ア
メ

リ
カ

人
の

治
外
法
権
を
認
め
、

日
本
は
関

税
自
主
権
を
失
う
な
ど
の

不
平
等
条
約
で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
で

日
本
は

近
代
的
国
際
関
係
の

第
一

歩
を
踏
み
出
し
た
。

ほ
ぼ
同
様
な
内
容
の

修

好
通
商
条
約
を
、

オ

ラ
ン

ダ
・

ロ

シ

ア
・

イ
ギ
リ
ス

・

フ

ラ
ン

ス

と
、

ポーハタン号　県立文化資料館蔵（山口コレクション）
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江
戸
で

締
結
し
た
。

こ

う
し
て

わ
が

国
近
代
化
の

幕
が
、

県
下
を
拠
点
に

ひ
ら
か

れ
よ
う

と

す
る

時
期
に
、

天
災
地
変
は
相
変
わ
ら
ず
相
武
の

地
を
お
そ
い
、

コ

レ

ラ
の

流
行
さ
え
加
わ
っ

て
、

海
防
の

労
役
に

苦
し

む
農
民
・

漁
民
の

不
安
を
倍
加
し
た
。

安
政
二

年
（
一

八
五
五

）
十
月
二

日
、

江
戸
を
中
心

に

起
こ

っ

た
マ

グ
ニ

チ
ュ

ー
ド
六
・

九
の

い

わ
ゆ
る

安
政
の

大
地

震

は
、

県
下
に

も
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
が
、

旗
本
領
の

多
い

県
域
の

人

々

は
、

江
戸
に

あ
る

旗
本
邸
の

復
旧
に

奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

翌
年
八
月
に

は
、

県
下
は
大
暴
風
雨
に

見
舞
わ
れ
、

相
模
湾
・

江

戸
湾
沿
岸
は
風
雨
と

高
波
の

被
害
を
生
じ
、

例
え
ば
市
場
村
（
横
浜
市

鶴
見
区
）
で

は
、

家
数
百
二

十
九
軒
の

内
、

全
壊
三
十
軒
、

半
潰
れ

十

六
軒
、

潰
れ
小
屋
五
十
五
軒
に

達
し
た
。

こ

れ
に

追
い

打
ち
を
か

け
た
の

が
、

安
政
五
年
七
月
、

西
方
か
ら

箱

根
を
越
え
て

小
田
原
宿
に

入
り
、

た
ち
ま
ち
関
東
一

帯
に

ひ

ろ
ま
っ

た

コ

レ

ラ
で

あ
る
。

黒
船
の

も
ち
込
ん

だ
疫
病
と

考
え
た
人
々

は
、

寺
社

横浜応接図　新潟県　黒船館蔵
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に

祈
禱
し
、

赤
紙
呪
い

に

狂
奔
し
た
。

幸
い

コ

レ

ラ
は
、

寒
気
の

到
来
と

と
も
に

鎮
静
し
た
。

神
奈
川
奉
行

と

居
留
地

幕
府
は

修
好
通
商
条
約
の

締
結
に

よ
っ

て
、

外
国
関
係
の

す
べ

て

の

事
務
を
取
り
扱
う
外
国
奉
行
を

設
け
た
が
、

横
浜
開
港
と
と
も
に
、

酒
井
忠
行
以
下
五
名
の

外
国
奉
行
に

神
奈
川
奉
行
兼
任
を
命
じ
た
。

そ
の

う
ち
二

名
を
半

年
交
代
で

横
浜
在
勤
に

し
た
が
、

元
治
元
年
（
一

八
六
四

）、
初
め
て

専
任
の

神
奈
川
奉
行
を
お

き
、

松
平
康
直
、

都
筑
峰
輝
を
任
命

し
、

奉
行
所
預
所
と
し
て
、

横
浜
町
・

戸
部
町
・

太
田
町
・

吉
田
町
・

北
方
村
・

根
岸
村
・

本
牧
本
郷
村
・

神
奈
川
町
・

生
麦
村
・

保
土
ケ
谷
町
な
ど
二

十
七
か

町
村
一

万
三
百
二

十
石
余
を
定
め
、

奉
行
の

下
に
、

戸
部
役
所
と

横
浜
運
上
所
を
設
け
た
。

戸
部
役
所

で

は
、

預
所
の

貢
租
徴
収
、

預
所
内
及
び
外
国
人
遊
歩
区
域
（
条
約
に

よ
り
十
里
四

方
の

遊
歩
が
認
め
ら
れ
た

）
内
の

風
俗
取
締
り
、

道

路
の

普
請
、

検
使
検
察
裁
判
、

百
姓
町
人
の

出
願
事
項
等
の
一

般
的
な
行
政
事
務
を
取
扱
っ

た
。

横
浜
運
上
所
で

は
、

税
務
事
務
を

中
心
に
、

外
国
艦
船
の

入
出
港
手
続
、

貿
易
・

洋
銀
引
替
、

外
国
人
取
締
り
・

応
接
な
ど
を
担
当
し
た
。

幕
府
は
九
万
六
千
両
を
投

じ
て
、

神
奈
川
奉
行
所
・

運
上
所
、

波
止
場
を
建
設
し
た
。

諸
外
国
は
開
港
場
に
つ

い

て
、

条
約
に

し
た
が
っ

て

神
奈
川
を
主
張
し

た
が
、

幕
府
は
、

神
奈
川
は

宿
場
の

た
め

日
本
人
と
の

間
に

紛
争
が

起
こ

る
こ

と

を
恐
れ
て
、

漁
村
で

あ
っ

た
横
浜
を
都
市
計
画
に

基
づ
い

て

新
し
い

都
市
と
し
て

整
備
を
進
め
、

開
港
場
横
浜
の

出
入
口

に

関
門
を
設
け
た
の

で
、

以
後
、

俗
に

関
内
と

呼
ば
れ
る
よ

う
に

な
っ

た
。

関
内
に

最
初
の

商
館
を
建
て

た
の

は
、

イ
ギ
リ
ス

の

ジ
ャ

ー

デ
ィ

ン

・

マ

セ

ソ
ン

商
会
で
、

英
一

番
館
と

名
付
け
ら
れ
た
。

三
、

四
年
後
に

は
、

外
国
商
館
は
百
十
番
に

及
ん
だ
。

ま
た
外
国
奉
行
水
野
忠
徳
は
、

三
井
八
郎
左
衛
門
に
、

横
浜
本
町
二

丁
目
へ

、

呉
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服
と

金
銀
両
替
店
を
出
さ
せ

る

な
ど
、

商
人
の

出
店
を
勧
誘
し
た
の

で
、

江
戸
か

ら
三
十
四
軒
、

神
奈
川
宿
か
ら

十
二

軒
、

保
土
ケ

谷
宿
か

ら
六
軒
の

出
店
が
で

き
、

神
奈
川
奉
行
所
も
二

十
棟
の

役
所
を
建
設
し
て
、

横
浜
の

街
は
次
第
に

体
裁
を
と

と
の

え
た
。

同
時
に
、

貿
易
も
驚
異
的
な
伸
展
を
示
し
た
。

開
港
後
の

半
年
間
は
、

輸
出
洋
銀
四
十
万
ド
ル
、

輸
入
十
万
ド
ル

に

過
ぎ
な
か
っ

た
も
の

が
、

翌
年
の

万
延
元
年
（
一

八
六
〇

）
に

は

輸
出
三
百
九
十
五
万
ド
ル
、

輸
入
九
十
四
万
ド
ル
、

文
久
元
年
（
一

八
六
一

）
輸

出
二

百
六
十
八
万
ド
ル
、

輸
入
百
四
十
九
万
ド
ル
、

同
二

年
輸
出
六
百
三
十
万
ド
ル
、

輸
入
三
百
七
万
ド
ル
、

慶
応
元
年
（
一

八
六

五

）
に

は

輸
出
入
と
も
一

千
万
ド
ル

を
越
え
て
、

輸
出
一

千
七
百
四
十
六
万
ド
ル
、

輸
入
一

千
三
百
十
五
万
ド
ル

と
な
っ

た
。

輸
出

躍
進
の

中
心
と
な
っ

た
も
の

は
、

絹
と

蚕
種
と

茶
で

あ
っ

た
。

絹
の

産
地
甲
州
（
山
梨
県

）
や
上
州
（
群
馬
県

）
か
ら
横
浜
に

通
ず
る

街
道
は
絹
や
生
絹
の

商
人
の

往
来
が

盛
ん
で
、

シ

ル

ク
ロ

ー
ド
の

観
を
呈
し
た
。

絹
に

つ

ぐ
茶
は
、

産
地
の

者
や
都
市
商
人
が
、

産

地
で

買
い

集
め
て

横
浜
に

直
送
し
た
も
の

で
、

と
く
に

伊
勢
（
三
重
県

）
と

駿
河
（
静
岡
県

）
の

茶
商
人
が
活
躍
し
た
。

㈡
　
神
奈
川
県
の

成
立

貿
易
繁
昌
の

裏
側

急
激
な
外
国
貿
易
の

伸
展
は
、

物
資
の

横
浜
集
中
を
招
き
、

国
内
の

需
要
を
賄
っ

て
い

た

諸
物
資
は
逼
迫
し

て

物
価
は

高
騰
し
、

安
政
の

大
地
震
に

う
ち
つ

づ
く
大
暴
風
雨
に

よ
る

米
価
の

高
騰
に

拍
車
を
か
け
た
。

万

延
元
年
（
一

八
六
〇

）、
藤
沢
宿
で

は
米
価
が
二

倍
に

も
高
く
な
り
、

一

両
に

四
斗
四

升
と

も
な
っ

て
、

多
く
の

餓
死
者
が

出
る

有
様
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で
、

富
裕
者
や
村
名
主
が

穀
類
や
金
銭
を
施
行
す
る

も
の

も
あ
っ

た
が
、

追
い

つ

か
ず
、

慶
応
元
年
（
一

八
六
五

）
に

は
一

両
に

つ

き
二

斗
六
升
、

翌
年
に

は
一

斗
八
升
と
な
っ

た
。

つ

い

に

県
下
各
地
で

打
ち
こ

わ
し
が

発
生
し
た
。

武
蔵
国
秩
父
郡
名
栗
村
（
埼
玉

県

）
に

起
こ

っ

た

武
州
一

揆
は
、

そ
の

勢
三
千
人
に

及
び
、

北
は
上
野
国（
群
馬
県

）、
南
は

多
摩
郡
の

青
梅
・

福
生
・

田
無
（
以
上
東

京
都

）
に

及
ん

だ
が
、

幕
府
は

農
兵
を
動
員
し
て

よ
う
や
く
鎮
圧
し
た
。

そ
の
一

方
、

横
浜
居
留
地
の

発
展
は
、

攘
夷
論
者
を
刺
激
し
、

討
幕
論
と

相
乗
し
て

彼
ら
の

活
動
を
過
激
化
し
、

横
浜
・

兵
庫
の

周
辺
で

は

多
く
の

外
人
殺
傷
事
件
を
引
き
起
こ

し
た
。

万
延
元
年
一

月
二

十
五
日
、

横
浜
で

オ
ラ
ン

ダ
人
デ
ニ

ボ
ス

と
ゲ
ッ

ケ
ル

の

二

人
が

殺
害
さ
れ
た
が
、

江
戸
で

は
三
月
三
日
伊
井
直
弼
の

殺
害
、

十
二

月
二

十
五
日
江
戸
三
田
で

の

ア
メ

リ
カ

人
ヒ

ュ

ー
ス

ケ
ン

暗
殺
、

文
久
二

年（
一

八
六
二

）一
月
十
五
日
老
中
安
藤
信
正
の

傷
害
事
件
な
ど
が
相
つ

い

で

起
こ

っ

た
。

八
月
二

十
一

日
に

は
、

生

麦
村
（
横
浜
市
鶴
見
区

）
で

は
薩
摩
藩
土
に

よ
る
イ
ギ
リ
ス

人
殺
害
事
件
が

発
生
し
た
。

こ

う
し
た

世
情
物
騒
の

さ
な
か
、

突
如
と
し
て
、

い

ず
こ

か
ら
と

も
な
く
、

伊
勢
神
宮
の

御
祓
札
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
神
仏

の

お

札
が

降
り
、

民
衆
が
「
え
い

じ
ゃ

な
い

か

」
と

囃
し
な
が
ら

踊
り
狂
う
騒
ぎ
が

東
海
道
筋
に

は
じ
ま
っ

て

東
西
に

ひ

ろ
ま
り
、

県
下
で

も
慶
応
三
年
（
一

八
六
七

）
十
一

月
に

小
田
原
に

始
ま
り
、

十
一

月
六
日
藤
沢
宿
、

八
日
に

山
西
村
（
二

宮
町

）、
十
五

日

に

横
浜
に

波
及
し
た
。

横
浜
で

は
、

神
仏
の

お

札
が

降
る
と
、

店
先
へ

そ
の

お

札
を
飾
り
、

往
来
人
へ

投
げ
餅
を
し
た
り
、

中
に

は

幟

を
立
て

た
。

幕
府
は
鳶
人
足
な
ど
を
置
い

て

横
行
の

所
業
に

及
ぶ

者
も
あ
る
と
い

う
の

で

禁
令
を
出
し
た
が
、

施
物
を
出
す
の

は
勝

手
次
第
、

往
来
へ

飾
り
物
や
投
げ
餅
を
す
る
の

は
、

通
行
の

妨
げ
に

な
る
か
ら
三
日
間
限
り
と

指
示
し
て
い

る
。
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高
座
郡
柳
島
村
（
茅
ケ
崎
市
）
の

あ
る

家
で

は
、

十
一

月
三
日
、

海
に

浮
か
ん
で

い

た
水
天
宮
の

お

札
を
拾
っ

て

来
た

孫
が
、

十

一

日
に

は
、

藤
沢
宿
で

旅
人
か
ら

南
都
東
大
寺
八
幡
宮
の

鏡
影
を
貰
っ

て

来
た
が
、

さ
ら
に

十
四
日
の

夕
方
に

は
、

日
光
山
開
運
大

黒
天
の

お

札
が

空
中
か

ら
降
っ

て
、

庭
の

楓
の

葉
に

と

ま
っ

た
。

十
五
日
、

家
で

は
こ

の

三
っ

の

お

札
を
一

祠
に

祀
り
、

米
俵
に

酒

樽
を
据
え
、

村
中
の

老
若
に

す
す
め
、

子
供
ら
に

赤
飯
を
振
舞
っ

た
。

僧
侶
が

来
て

読
経
し
、

家
中
大
喜
び
で

あ
っ

た
。

十
七
日
に

は
、

孫
を
は
じ
め
、

村
中
の

者
が
伊
勢
参
り
に

出
か

け
た
が
、

人
数
が
ふ
く
れ
あ
が
っ

て

六
十
余
人
に

な
り
、

二

十
八
日
両
神
宮
に

参
拝
し
、

十
二

月
九
日
に

帰
郷
し
た
。

「
え
い

じ
ゃ

な
い

か

」
の

騒
ぎ
に
つ

い

て

は
、

い

ま
だ
解
明
が

十
分
さ
れ
て

い

な
い
。

お

札
の

中
に

は
、

「
異
人
退
治
」
と

書
い

た

も
の

も
あ
る
こ

と
か
ら
、

こ

れ
を
尊
王

攘
夷
論
者
の

仕
業
と

す
る

説
も
あ
る
が
、

お

札
の

降
下
が
、

人
為
的
な
こ

と
は

疑
い

な
い

に

し
て

も
、

そ
れ
を
特
定
の

人
た
ち
に

限
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い

こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

た
だ
お

札
が

降
っ

た

家
で

は
、

祭
壇
を

設
け
て

祀
り
、

人
々

を
招
い

て

大
盤
振
舞
い

を
し
た
り
、

貧
困
者
に

施
行
し
た
り
し
た
。

「
え
い

じ
ゃ

な
い

か

」
と

囃
し
て
、

こ

れ

ら
の

施
行
を
う
け
る

民
衆
に
、

口

か
ら
口
へ

と

伝
え
ら
れ
る
風
説
の

中
に

は
、

貧
困
者
を
救
う
た
め
に

米
や
金
が

施
さ
れ
る
こ

と
、

米
を
買
い

占
め

し
て

い

た
穀
屋
が

火
事
で

焼
け
た
と
か
、

米
俵
が
一

夜
の

う
ち
に

紛
失
し
た
と
い

う
話
が

多
い
。

米
価
高
騰
に

苦
し

む
民
衆
の

救
済
の

た
め
に
、

仕
組
ま
れ
た
も
の

で

あ
る
と

も
い

え
る
。

し
か

も
、

柳
島
村
の

あ
る

家
の

よ
う
に
、

降
る
お

札
の

神
仏
は

雑
多
で

あ
っ

て

も
、

結
局
、

伊
勢
参
り
で

落
着
す
る
と
こ

ろ
に
、

幕
末
に

民
衆
の

間
に

流
行
し
た
「
お

蔭
ま
い

り
」
の

変
形
し
た
も
の

と

見
る
こ

と
が
で

き
る
。
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幕
府
倒
壊
と
相

武
の

旗
本
た
ち

「
え
い

じ
ゃ

な
い

か

」
が
、

東
海
道
・

山
陽
道

（
中
国
筋
）
・

南
海
道
（
四
国
）
と
ひ

ろ
い

範
囲
に

つ

づ
い

て
い

る

最
中
の

十
月
、

十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
は

大
政
を

奉
還

し
、

七
百
年
の

武
家
政
治
は

終
結
を
告
げ
た
。

大
政
奉
還
の

あ
と
、

鳥
羽
伏
見
の

戦
に

敗
れ
て

江
戸
に

帰
っ

た
慶
喜

は
、

旗
本
に

対
し
て
、

随
身
の

自
由
を
み
と
め
、

旗
本
御
家
人
た
ち
に

対
し
、

家
族
と
と
も
に

知
行
地
へ

土
着
す
る
こ

と
を
許
し
た
。

朝
廷
で

も
、

朝
廷
に

帰
順
す
る

旗
本
は

朝
臣
と
し
、

旗
本
で

朝
臣
と
な
る

者
の

禄
制
を
定
め

て

受
け
入
れ
体
制
を
と
と
の

え
た
。

県
下
に

知
行
地
を
も

つ

多
く
の

旗
本
は
、

朝
臣
と
な
る

道
を
え
ら
ん

だ
。

愛
甲
郡
田
代
村

（
愛
川
町
）・
高
座
郡
栗
原
村
（
座
間
市
）
の

地
頭
太
田
氏
（
三
千
石

）、

高

座
郡
上
溝
村
（
相
模
原
市
）
・

倉
見
村
（
寒
川
町
）
等
の

地
頭
佐
野
氏
（
三

千
五
百
石

）、
大
住
郡
上
糟
屋
村
（
伊
勢
原
市
）
・

田
村
（
平
塚
市
）
の

地
頭

間
部
氏
（
千
五
百
石
）
ら
は
、

そ
の

代
表
的
な
も
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

徳
川
家
の

宗
家
を
つ

い

だ
徳
川
家
達
が

駿
府
に

移
封
さ
れ
る
と
、

こ

れ

外国人に投石する「えいじゃないか」の人々　藤沢市堀内久勇氏蔵

©神奈川県立公文書館



に

従
う
旧
旗
本
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

朝
廷
は
、

朝
臣
と
な
ら
な
い

旗
本
の

知
行
地
を
没
収
し
た
。

も
ち
ろ
ん

慶
喜
の

す
す
め

る

帰

農
の

道
を
え
ら
ん
だ
者
も
あ
る
こ

と
は
、

い

う
ま
で

も
な
い
。

将
軍
家
の

大
政
奉
還
は
、

こ

れ
に

よ
っ

て

長
年
の

支
配
者
で

あ
っ

た

武
士
階
級
が
、

一

挙
に

消
滅
し
た
わ
け
で

は
な
い
。

国
政
上

の

命
令
の

す
べ

て

が
、

朝
廷
か
ら
発
せ

ら
れ
る
と
い

う
政
治
上
の

変
革
で

あ
る
。

多
く
の

大
名
は
、

こ

の

変
革
に

恭
順
の

意
を
表
し

た
。

こ

う
し
た
中
で
、

小
田
原
藩
は
官
軍
の

東
征
に

よ
っ

て
一

旦
恭
順
を
誓
い

な
が
ら
、

藩
論
が

動
揺
し
、

一

時
江
戸
の

彰
義
隊
に

呼

応
す
る

遊
撃
隊
を
迎
え
入
れ
た
り
し
た
た
め
、

箱
根
戦
争
の

罪
を
問
わ
れ
て
、

藩
主
大
久
保
忠
礼
の

永
蟄
居
と

家
老
の

処

分
を

受

け
、

所
領
も
十
一

万
三
千
石
か
ら
七
万
五
千
石
に

削
減
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

明
治
二

年（
一

八
六
九

）六
月
の

版
籍
奉
還
後
に

は
、

藩

主
忠
良（
忠
礼
の

養
子

）
が
小
田
原
藩
知
事
に

任
命
さ
れ
、

旧
藩
士
を
執
政
以
下
そ
の

ま
ま
藩
知
事
の

も
と
で

藩
政
に

当
た
る
こ

と
に

な
っ

た
。

荻
野
山
中
藩
は
、

官
軍
に

対
し
て

恭
順
を
誓
っ

た
た
め
、

本
藩
の

小
田
原
藩
と

ち
が
っ

て

減
封
を
ま
ぬ

が

れ
た

が
、

明

治
元
年

（
一

八
六
八

）
九
月
、

所
領
の

大
半
を
占
め

る

駿
府
・

伊
豆
両
国
の

領
地
九
千
八
百
九
十
石
の

上
地
を
命
じ
ら
れ
、

代
わ
り
に

相
模
国

愛
甲
郡
に

代
替
地
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
の

新
領
は
愛
甲
郡
戸
室
村
（
厚
木
市

）
以
下
二

十
四
か

村
で
、

旧
領
中
荻
野
以
下
六
か

村
と

合
わ
せ
て
、

総
高
一

万
三
千
六
百
八
十
四
石
と
な
っ

た
。

版
籍
奉
還
後
は

藩
主
大
久
保
教
義
が

藩
知
事
に

任
命
さ
れ
、

山
中
陣
屋
を

山
中
民
政
局
と

改
称
し
た
。

武
蔵
金
沢
藩
（
横
浜
市
金
沢
区

）
は
、

六
浦
藩
と

名
称
を
か

え
旧
藩
主
米
倉
昌
寿
が
知
事
と
な
っ

た
。
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横
浜
及
び
そ
の

周
辺
を
支
配
し
て

い

た
神
奈
川
奉
行
の

戸
部
役
所
は

戸
部
裁
判
所
、

横
浜
運
上
所
は
横
浜
裁
判
所
と

改
称
し
て

事

務
を
引
き
つ

ぎ
、

つ

づ
い

て

両
所
を
合
わ
せ
て
、

神
奈
川
裁
判
所
と

改
称
し
た
。

慶
応
四

年
（
一

八
六
八

）
六
月
十
七
日
、

神
奈
川
裁

判
所
を
神
奈
川
府
と

改
め
、

裁
判
所
総
督
東
久
世
通
禧
を
府
知
事
に

任
命
し
、

そ
の

管
轄
区
域
を
、

東
は
六
郷
川
、

西
は

酒
匂
川
、

南
北
を
直
径
十
里
の

地
と

定
め

た
。

相
模
の

南
部
と

東
部
の

大
部
分
を
占
め
る
こ

と
に

な
る
。

明
治
元
年
九
月
二

十
一

日
、

行
政
官

は
神
奈
川
府
に

対
し
、

「
府
ヲ

県
」
と

す
る
よ
う
達
し
、

こ

こ

に

神
奈
川
県
が
誕
生
し
た
の

で

あ
る
。

知
事
は

東
久
世
通
禧
を
へ

て

寺
島
宗
則
が

知
県
事
に

任
じ
ら
れ
た
。

こ

の

県
の

中
に
、

伊
豆
韮
山
（
静
岡
県
）
に

陣
屋
を
も
ち
、

県
下
に

も
支
配
地
を
も
つ
、

旧
幕
府
代
官
江
川
氏
の

支
配
地
韮
山
県
が

あ
る
。

江
川
氏
の

寛
政
四
年
（
一

七
九
二

）
の

支
配
地
は
、

伊
豆
国
那
賀
郡
等
三
郡
、

相
模
国
足
柄
上
下
・

大
住
・

淘
綾
郡
等
に

五
万

四
千
五
百
七
十
一

石
、

そ
の

他
伊
豆
・

甲
斐
等
に

も
領
地
を
持
つ
、

江
戸
時
代
有
数
の

代
官
で
、

幕
末
海
防
問
題
が
お
こ

る
と
、

時

の

代
官
英
龍
が

韮
山
に

反
射
炉
を
つ

く
っ

た
こ

と
で

も
有
名
で

あ
る
。

こ

の

代
官
支
配
地
を
、

明
治
元
年
六
月
二

十
九
日
、

韮
山
県

と
し
、

相
武
の

分
を
東
京
芝
新
銭
座
の

所
管
と
し
た
。

明
治
二

年
（
一

八
六
九
）
六
月
の

版
籍
奉
還
は
、

中
央
・

地
方
の

官
名
と

職
制
を
新
し
い

名
称
に

ぬ

り
か

え
、

府
藩
県
の

三
治
体
制

を
し
い

た
が
、

藩
で

は
旧
藩
主
が

藩
知
事
に

任
命
さ
れ
る
な
ど
、

そ
の

実
体
は

藩
政
の

延
長
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

加
え
て
、

各
藩
と

も
前
代
以
来
の

藩
財
政
の

逼
迫
が

続
き
、

藩
政
に

行
き
づ

ま
り
を
生
じ
て

廃
藩
を
申
し

出
る
も
の

が
相
次
い

だ
。

こ

う
し
た
風
潮
に

乗
じ
て
、

新
政
府
は
明
治
四
年
七
月
十
四
日
、

薩
長
土
肥
四

藩
の

武
力
を
背
景
に
、

廃
藩
置
県
を
断
行
し
、

全
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国
的
中
央
集
権
体
制
へ

の

途
を
開
い

た
。

藩
の

名
称
を
県
に

改
め
、

県
知
事
に

は
政
府
の

新
官
僚
を
任
命
し
て
、

旧
藩
主
は
東
京
に

移
住
さ
せ
た
。

廃
藩
当
初
は
、

藩
名
と

藩
域
が
そ
の

ま
ま
県
へ

移
行
し
た
た
め

に
、

神
奈
川
・

小
田
原
・

荻
野
山
中
・

六
浦
の

四
県

で

あ
っ

た
が
、

同
年
十
一

月
に

全
国
の

府
県
の

廃
合
を
行
い
、

神
奈
川
県
は
次
の

二

つ

の

県
に

整
理
統
合
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、

旧

神
奈
川
県
と

六
浦
県
を
統
合
し

神
奈
川
県
と
し
、

小
田
原
県
と

荻
野
山
中
県
を
統
合
し
、

そ
れ
に

韮
山
県
管
轄
の

伊
豆
国
を
加
え
て

足
柄
県
と
し
た
。

こ

の

新
県
を
郡
別
に

見
る
と
、

神
奈
川
県
は
相
模
国
三
浦
郡
・

鎌
倉
郡
、

武
蔵
国
橘
樹
郡
・

久
良
岐
郡
・

都
筑
郡

と

多
摩
三
郡
の

計
八
郡
か
ら
な
り
、

一

方
の

足
柄
県
は
足
柄
上
郡
・

同
下
郡
・

高
座
郡
・

大
住
郡
・

愛
甲
郡
・

淘
綾
郡
・

津
久
井
郡

の

計
七
郡
と

伊
豆
国
四
郡
か
ら
な
っ

て

い

た
。

両
県
の

県
庁
は

横
浜
と

小
田
原
（
韮
山
に
は
出
張
所
）
に

設
け
ら
れ
た
。

な
お

廃
藩
置

県
と

同
時
に
、

県
内
に

点
在
し
て

い

た
品
川
・

烏
山
・

生
実
・

西
大
平
・

佐
倉
な
ど
他
県
の

飛
地
も
整
理
統
合
さ
れ
た
。

当
時
の

神

奈
川
県
の

人
口

は

十
万
六
百
余
人
、

石
高
約
三
十
三
万
石
、

足
柄
県
は
人
口

六
万
八
千
余
人
、

石
高
約
二

十
六
万
石
で

あ
っ

た
。

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
の

廃
藩
置
県
で
、

全
国
は
三
府
七
十
二

県
と

な
っ

た
が
、

同
九
年
に

は

第
二

次
の

大
廃
合
が

行
わ

れ
、

三
府
三
十
五
県
と
な
っ

た
。

こ

の

時
本
県
も
、

足
柄
県
が

廃
止
さ
れ
て

相
模
国
の

七
郡
が

神
奈
川
県
に
、

伊
豆
国
四

郡
が

静
岡
県
に

編
入
さ
れ
た
。

ま
た

明
治
二

十
六
年
（
一

八
九
三

）
に

は
、

三
多
摩
分
離
に

よ
っ

て

多
摩
三
郡
が

本
県
か
ら
東
京
府
に

移
管
さ
れ
て
、

現
在
の

神
奈
川
県
の

県
域
が

最
終
的
に

確
定
し
た
。

こ

の

三
多
摩
分
離
の

理
由
は
、

東
京
府
に

と
っ

て

は
急
速
な
都
市
的
膨
脹
、

人
口

増
大
に

よ
り
水
資
源
と
し
て

多
摩
川
上
流
を
確

保
す
る
こ

と
が

必
要
で

あ
る
こ

と
、

交
通
・

地
形
上
の

理
由
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て

い

る
が
、

し
か
し
、

三
多
摩
は

自
由
民
権
運
動
の
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